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中
央
区
長
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だ 
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し 

ひ 

で

「区のおしらせ　中央」は毎月１日、11日、21日の月３回発行。次回12月11日号は新聞折込です。
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みんなで築こう　人権の世紀
第47回衆議院議員選挙
最高裁判所裁判官国民審査
高齢者保健福祉計画・介護
保険事業計画シンポジウム
情報コーナー（保健・医療・
福祉／講座・催し物／ス
ポーツ／税／国保・年金／
その他）

今号の主な内容

／12 1

No.１２３３

問
合
せ（
申
込
）先

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

凡
例

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

プラネタリウム
のご案内

ノ
ー
ベ
ル
賞
か
ら
今
年
ほ
ど

平
和
と
教
育
の
崇
高
さ
に
つ
い

て
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
学
ん
だ
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
に
日
本

人
３
氏
が
同
時
に
輝
き
ま
し
た
。

何
と
素
晴
ら
し
い
快
挙
で
し
ょ

う
。
資
源
の
無
い
日
本
に
と
っ

て
、
「
も
の
づ
く
り
・
技
術
立

国
」
こ
そ
全
力
で
歩
む
べ
き
道

で
あ
り
、
そ
の
基
本
は
教
育
に

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
平
和
賞
に

パ
キ
ス
タ
ン
人
マ
ラ
ラ
・
ユ
ス

フ
ザ
イ
さ
ん
が
受
賞
し
ま
し
た
。

マ
ラ
ラ
さ
ん
は
「
本
と
ペ
ン

を
手
に
取
り
、
全
世
界
の
無
学
、

貧
困
、
テ
ロ
に
立
ち
向
か
い
ま

し
ょ
う
。
１
人
の
子
ど
も
、
１

人
の
教
師
、
１
冊
の
本
、
そ
し

て
１
本
の
ペ
ン
が
世
界
を
変
え

ら
れ
る
の
で
す
。
教
育
以
外
に

解
決
策
は
あ
り
ま
せ
ん
。
教
育

こ
そ
最
優
先
で
す
」
と
、
国
連

で
語
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
明

正
小
の
落
成
式
、
銀
座
中
の
30

周
年
、
日
本
橋
中
の
40
周
年
、

佃
島
小
と
大
阪
市
立
佃
小
の
交

流
50
周
年
な
ど
記
念
式
典
が
相

次
ぎ
、
本
区
に
お
い
て
い
か
に

学
校
と
家
庭
、
地
域
が
一
体
と

な
っ
て
教
育
を
推
進
し
て
い
る

か
が
如
実
に
示
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
「
教
育
の
中
央

区
」
に
ふ
さ
わ
し
い
質
の
高
い

施
策
の
充
実
に
努
め
、
「
教
育

立
国
」
を
象
徴
す
る
姿
を
全
国

に
発
信
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

人口と世帯 11月1日現在（前年同期）

人　口 住民基本台帳137,395（132,022）
〔うち外国人 5,140 （4,929）〕

　男 65,463（62,905）
〔うち外国人 2,608 （2,531）〕

　女 71,932（69,117）
〔うち外国人 2,532 （2,398）〕

世　帯 79,203（76,159）
昼間人口（平成22年国勢調査） 605,926
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問
合
せ（
申
込
）先

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

凡
例

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

平成26年（2014年）12月1日（月曜日） No.１２３３区のおしらせ 1 2 月 1 日号

夜
間
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

人
権
週
間
行
事

　「
講
演
と
映
画
の
集
い
in
葛
飾
」

　
12
月
４
日
〜
10
日
の
人
権
週
間

に
あ
た
り
夜
間「
電
話
法
律
相
談
」

を
実
施
し
ま
す
。

　
差
別
や
虐
待
な
ど
の
人
権
問
題

や
日
常
生
活
上
の
法
律
問
題
に
つ

い
て
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
を

電
話
で
お
受
け
し
ま
す
。
人
権
侵

害
な
ど
に
関
す
る
困
り
ご
と
な
ど

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　
個
人
の
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

日　
時　
12
月
４
日（
木
）

　
　
　
午
後
５
時
〜
８
時

相
談
時
間　
１
人
当
た
り
10
分
程

度

費　
用　
無
料

夜
間
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

 

☎（
５
８
２
４
）９
４
９
５

 

☎（
５
８
２
４
）９
４
９
６

逢（
公
財
）東
京
都
人
権
啓
発
セ
ン

タ
ー
（
相
談
担
当
）

 

☎（
３
８
７
１
）０
２
１
２

 

☎（
３
８
７
６
）５
３
７
３

日　
時

　
12
月
17
日（
水
）

　
午
後
１
時
30
分
〜
５
時
15
分

（
予
定
）

　
（
開
場
午
後
１
時
）

会　
場

　
か
つ
し
か
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
ヒ
ル

ズ
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
ホ
ー
ル
（
葛
飾

区
立
石
６
―
33
―
１
）

ア
ク
セ
ス

　
京
成
線「
青
砥
駅
」か
ら
徒
歩
５

分内　
容

講　
演

・
演
題

　
「
人
生
は
８
合
目
か
ら
が
お
も

し
ろ
い
」

・
講
師

　
登
山
家　
　
　
田
部
井　
淳
子

映　
画

　
「
グ
ォ
さ
ん
の
仮
装
大
賞
」（
日

本
語
字
幕
付
き
）

定　
員

　
７
７
０
名（
先
着
順
）

費　
用

　
無
料

◎
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◎
手
話
通
訳
、
パ
ソ
コ
ン
要
約
筆

記
が
あ
り
ま
す
。

◎
託
児
室
が
あ
り
ま
す
。
利
用
希

望
の
方
は
12
月
５
日（
金
）午
後

５
時
ま
で
に
都
総
務
局
人
権
部

へ
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

逢
都
総
務
局
人
権
部
人
権
施
策
推

進
課 

☎（
５
３
８
８
）２
５
８
８

 

　
℻  （
５
３
８
８
）１
２
６
６

▲ 講師の田部井淳子
さん

振
り
込
め
詐
欺

 

（
母
さ
ん
助
け
て
詐
欺
）に
ご
注
意
を
！

　
年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て
、
オ

レ
オ
レ
詐
欺
や
還
付
金
詐
欺
な
ど

の
振
り
込
め
詐
欺（
母
さ
ん
助
け

て
詐
欺
）の
被
害
が
例
年
多
発
し

て
い
ま
す
の
で
、
十
分
に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

オ
レ
オ
レ
詐
欺

　
電
話
を
利
用
し
て
、
息
子
な
ど

の
親
族
を
装
い
現
金
や
キ
ャ
ッ
シ

ュ
カ
ー
ド
を
だ
ま
し
取
る
オ
レ
オ

レ
詐
欺
が
区
内
で
も
発
生
し
て
い

ま
す
。

還
付
金
詐
欺

　
区
役
所
な
ど
公
的
機
関
の
職
員

を
名
乗
る
者
か
ら
、「
医
療
費
の

払
い
戻
し
が
あ
り
ま
す
」「
Ａ
Ｔ

Ｍ
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
」な
ど
の

不
審
な
電
話
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。

区
役
所
な
ど
か
ら
こ
の
よ
う
な
電

話
を
か
け
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。
不
審
な
電
話
は
、
い
っ

た
ん
切
っ
て
家
族
や
友
人
に
相
談

し
、
警
察
に
連
絡
し
ま
し
ょ
う
。

逢
危
機
管
理
課
危
機
管
理
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
０
８
７

　
中
央
警
察
署

 

☎（
５
６
５
１
）０
１
１
０

　
久
松
警
察
署

 

☎（
３
６
６
１
）０
１
１
０

　
築
地
警
察
署

 

☎（
３
５
４
３
）０
１
１
０

　
月
島
警
察
署

 

☎（
３
５
３
４
）０
１
１
０

　1948（昭和23）年12月10日の第３
回国際連合総会で、「すべての人間は、
生まれながらにして自由であり、かつ、
尊厳と権利について平等である」とう
たった「世界人権宣言」が採択されま
した。この日を記念して、国連は毎
年12月10日を「人権デー（Human 
Rights Day）」と定めました。
　私たちは、誰もが「明るく幸せに暮
らしたい」「人間らしく生きたい」と
願っています。この願いを実現する
ためになくてはならない権利が「基本
的人権（人権）」です。
　わが国では、毎年12月４日から10
日までの１週間を「人権週間」と定め
ています。
　人権が尊重される社会を実現する
ために、家庭、学校、職場、地域社
会などさまざまな場面で、人権とは
何かということを一人ひとりが考え、
その意義や重要性に関する知識を身
に付けるとともに、人権への配慮が

行動に現れるような意識を育むことが大切です。
　今年の啓発活動年間強調事項は次の17項目です。この機会にあらためて、家庭
や職場、あるいは地域の中で人権問題について考えてみましょう。

逢企画財政課企画主査　☎（３５４６）５２１３

●同和問題に関する偏見や差別をなくそう
　同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形作られた身分差別によ
り、日本国民の一部の人たちが長い間、経済的、社会的、文化的に低位の
状態を強いられ、就職や結婚など日常生活の上で不当に差別を受けるもの
で、わが国固有の重大かつ深刻な人権問題です。
　一人ひとりが自らの問題として正しい理解と認識を深め、差別のない住
みよい社会を築いていきましょう。

●障害のある人の自立と社会参加を進めよう
　国は、障害や障害のある方に対する国民の関心と理解を深めるため、毎
年12月３日から９日までを「障害者週間」としています。
　また、本年１月には「障害者の権利に関する条約」を批准しました。この
条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊
厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置
等について定める条約です。
　私たちは、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と
個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するために、偏見や差別を取
り除く努力を続けていかなければなりません。

●女性の人権を守ろう
　男女が互いに人権を尊重しつつ能力を十分に発揮できる社会の実現を目
指すため、平成11年に男女共同参画社会基本法が制定され、さまざまな
取り組みがなされてきました。しかし、現在も家庭や職場における男女差
別や配偶者などからの暴力、セクシュアル・ハラスメントなどの人権問題
が発生しています。
　男女共同参画社会の実現は、行政だけでなく、区民の皆さん、民間団体、
企業のご理解と主体的な取り組みがあってこそ達成されるものです。女性
と男性が相互の立場を尊重して協力し合えるよう、この問題についての関
心と理解を深めていくことが必要です。

●子どもの人権を守ろう
　児童虐待は、子どもの人権を著しく侵害し、心身の成長や人格形成に重
大な影響を与えます。児童虐待が増えてきた背景には、家庭の養育力や地
域のコミュニティ機能の低下などさまざまな要因があります。こうした悲
劇を防ぐためには、自分たちが暮らす地域に関心を持つことが大切です。
　また、いじめは、重大な人権侵害であることから、各学校では、思いや
りの心を育む指導の充実とともに、良好な人間関係の構築といじめの早期
発見・早期対応をするための取り組みを行っています。
　今後も、家庭・学校・地域と連携し、希望に満ちた子どもたちを育てて
いきます。

●高齢者を大切にする心を育てよう
　わが国の高齢化の現状は、平均寿命の大幅な伸びや少子化などを背景と
して、人口のほぼ４人に１人が高齢者となっています。
　こうした状況の中、高齢者に対する就職差別、介護者による身体的・心
理的虐待など、高齢者に対する人権侵害が大きな社会問題になっています。
　高齢者が住み慣れた地域でいつまでもいきいきと安心して暮らし続けら
れるよう、敬老精神を養い、人権意識を高めなければなりません。
　よりよい高齢社会の実現のために高齢者を大切にする心を育てましょう。

みんなで築こう 人権の世紀
～考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心～
12月４日(木）から10日（水）は人権週間です

▶ 

人
権
週
間
ポ
ス
タ
ー（
法
務
省
人
権
擁
護
局
作
成
）
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平成26年（2014年）12月1日（月曜日） No.１２３３区のおしらせ 1 2 月 1 日号

公
的
年
金
受
給
者
に
対
す
る
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
要
件
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら
東
京
都
大
気

汚
染
医
療
費
助
成
制
度
が
変
わ
り
ま
す

　
こ
れ
ま
で
、
公
的
年
金（
遺
族

年
金
、
障
害
年
金
、
老
齢
年
金
、

労
災
年
金
、
遺
族
補
償
な
ど
）を

受
給
し
て
い
る
方
は
、
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
で
き
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
平
成
26
年
12
月
以
降
は
、
年

金
額
が
児
童
扶
養
手
当
額
よ
り
低

い
場
合
、
そ
の
差
額
分
の
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る
た

め
に
は
、
区
に
申
請
が
必
要
で
す
。

支
給
開
始
月

　
手
当
は
申
請
の
翌
月
分
か
ら
支

給
開
始
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

こ
れ
ま
で
公
的
年
金
を
受
給
し
て

い
た
こ
と
に
よ
り
、
児
童
扶
養
手

当
を
受
給
で
き
な
か
っ
た
方
の
う

ち
、
平
成
26
年
12
月
1
日
に
支
給

要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
が
、
平

成
27
年
３
月
ま
で
に
申
請
し
た
場

合
は
、
平
成
26
年
12
月
分
の
手
当

か
ら
受
給
で
き
ま
す
。

◎
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

逢
子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
３
５
０

現
在
の
制
度
の
概
要

対　
象

　
次
の
全
て
の
要
件
に
該
当
す
る

方・
気
管
支
ぜ
ん
息（
18
歳
未
満
の

方
は
慢
性
気
管
支
炎
・
ぜ
ん
息

性
気
管
支
炎
・
肺
気
し
ゅ
も
対

象
）に
か
か
っ
て
い
る
方

・
都
内
に
引
き
続
き
１
年
以
上
住

所
の
あ
る
方（
３
歳
未
満
は
６

カ
月
以
上
）

・
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

方
・
申
請
日
以
降
喫
煙
し
て
い
な
い

方
助
成
内
容

　
有
効
期
間
内
に
医
療
券
に
記
載

さ
れ
た
対
象
疾
病
の
治
療
に
要
し

た
医
療
費
の
う
ち
、
健
康
保
険
を

適
用
し
た
後
の
自
己
負
担
額
に
つ

い
て
助
成
し
ま
す
。

主
な
変
更
点

18
歳
以
上
の
方
の
新
規
申
請
が
終

了
し
ま
す

　
18
歳
以
上（
誕
生
日
が
平
成
９

年
４
月
１
日
以
前
）の
方
の
新
規

申
請
は
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で

で
終
了
し
、
４
月
１
日
以
降
は
で

き
な
く
な
り
ま
す
。
18
歳
以
上
の

方
で
新
規
申
請
を
お
考
え
の
方
は

期
限
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
更
新
申
請
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん

が
、
期
間
が
切
れ
る
と
再
度
申
請

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
期
間
内
に

更
新
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

主
治
医
診
療
報
告
書
の
有
効
期
限

が
変
わ
り
ま
す

　
更
新
申
請
に
係
る
主
治
医
診
療

報
告
書
の
有
効
期
限
は
、
平
成
27

年
４
月
１
日
窓
口
受
理
分
か
ら

「
申
請
日
前
３
月
以
内
」が「
有
効

期
間
満
了
の
日
前
３
月
以
内
」に

な
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
主
治
医

に
作
成
を
お
願
い
し
て
く
だ
さ
い
。

18
歳
未
満
の
方
の
助
成
期
間
が
変

わ
り
ま
す

　
18
歳
未
満
の
方
は
引
き
続
き
新

規
・
更
新
申
請
が
で
き
ま
す
。

・
新
規
申
請
の
場
合
は
①
申
請
受

理
日
か
ら
２
年
経
過
し
た
日
以

降
の
直
近
の
誕
生
月
の
末
日
ま

で
②
18
歳
の
誕
生
月
の
末
日
ま

で
の
い
ず
れ
か
短
い
方
に
な
り

ま
す
。

・
更
新
申
請
の
場
合
は
①
現
在
お

持
ち
の
医
療
券
の
有
効
期
間
満

了
の
翌
日
か
ら
２
年
間
②
18
歳

の
誕
生
月
の
末
日
ま
で
の
い
ず

れ
か
短
い
方
に
な
り
ま
す
。

◎
現
在
お
持
ち
の
医
療
券
の
有
効

期
間
が
18
歳
の
誕
生
月
以
降
の

方
は
、そ
の
期
間
ま
で
有
効
で
す
。

一
部
が
自
己
負
担
に
な
り
ま
す

　
18
歳
以
上
の
方
は
平
成
30
年
４

月
１
日
以
降
の
診
療
分
か
ら
月
額

６
千
円
ま
で
を
負
担
し
て
い
た
だ

き
ま
す（
別
表
例
１
）。
自
己
負
担

額
が
月
額
６
千
円
を
超
え
る
部
分

は
従
来
ど
お
り
助
成
さ
れ
ま
す

（
別
表
例
２
）。

◎
18
歳
未
満
の
方
は
従
来
ど
お
り

自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

逢
都
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
環

境
保
健
衛
生
課
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別表　自己負担額
自己負担 公費助成

（
例
１
）

6,000円

Ａ病院 Ｂ薬局

（
例
２
）

Ｃ診療所 Ｄ薬 局 Ｅ病院 Ｆ薬局

●性的指向を理由とする差別をなくそう ●アイヌの人々に対する理解を深めよう

●性同一性障害を理由とする差別をなくそう ●人身取引をなくそう

●ＨＩＶ感染者やハンセン病患者等に対する偏見をなくそう
　わが国においては、ＨＩＶやハンセン病などの感染症に対する正しい知
識と理解が十分に普及しているとはいえない状況から、さまざまな場面で
差別やプライバシーの侵害などの人権問題が発生しています。
　感染によって人の尊厳は決して変わるものではありません。一人ひとり
が正しい知識を持ち、偏見・差別をなくしましょう。

●刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう
　住居の確保が難しかったり、就職する際に差別を受けたりするなど、刑
を終えて出所した人に対する偏見が依然として後を絶ちません。刑を終え
て出所した人が地域社会の一員として円滑な生活を営むためには、本人の
強い更生意欲とあわせて、家族・職場・地域の理解と協力が必要です。
　今後も、偏見と差別をなくすため、さまざまな啓発活動に取り組んでい
きます。

●犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
　犯罪の被害に遭われた方やその家族は、直接的な被害だけでなく、精神
的な苦痛や身体の不調、経済的な困窮、刑事手続きの過程における精神的・
時間的負担などに苦しんでいます。また、無責任なうわさや行き過ぎた取
材活動・報道などによるプライバシーの侵害も問題です。
　誰もが犯罪被害者となる可能性があります。被害者本人やその家族の心
情を理解し、人権への配慮と保護に努めることが大切です。

●東日本大震災に起因する人権問題に取り組もう
　東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故に起因して、根拠のな
い風評や偏見により被災者がいわれのない差別を受けるなど、人権問題が
発生しています。
　一人ひとりが正しい知識と思いやりの心を持ち、新たな人権問題の発生
を防止していくことが必要です。

●外国人の人権を尊重しよう
　外国人に対して、言語、宗教、生活習慣などの違いから就労や住宅の入
居時の差別、入店拒否などさまざまな人権問題が発生しています。
　こうしたことから私たちは、国際社会の一員として、外国人のもつ文化
を尊重し、その多様性を受け入れることが求められています。
　誰もが国内・国外を問わず、あらゆる人権問題についての理解と認識を
深め、尊重していくことが大切です。

●ホームレスに対する偏見をなくそう
　自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされている人
たちが多数存在します。ホームレスに対する暴行事件や嫌がらせは、偏見
や差別に基づくものとして社会問題化しています。このことは、社会から
の疎外感を増幅させ、自立への意欲を失わせる要因ともなっており解決が
求められています。
　特別区と都は、近隣住民の方々の理解を得ながら、ホームレスの自立を
促す支援事業を行っています。私たち一人ひとりが、ホームレスの問題を
社会全体の問題として考え、行動することが大切です。

●インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
　近年のインターネットの普及に伴い、その匿名性、情報発信の容易さか
ら、個人の名誉を侵害する表現や差別を助長する表現の掲載など、人権に
関わるさまざまな問題が発生しています。
　また、スマートフォンなど携帯電話の普及に伴い、相手を傷つける書き
込みなど、子どもたちにもいじめにつながる深刻な問題となっています。
　インターネットを悪用した人権侵害を防止するため、一般のインターネ
ット利用者やプロバイダーなどが個人の名誉をはじめとする人権に関する
正しい理解を深めることが大切です。

●北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
　「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法
律」が施行され、拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵
害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題となっています。
　12月10日から16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。拉致問題は
決して許されないという強い意識を持ち、一日も早い解決を願い、北朝鮮
当局による人権侵害問題について、関心と認識を深めることが大切です。
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平
成
26
年
１
月
よ
り
大
島
町
で

発
生
し
た
木
く
ず
な
ど
の
災
害
廃

棄
物
の
受
け
入
れ
を
行
っ
て
き
ま

し
た
が
、
平
成
26
年
10
月
16
日
を

も
っ
て
終
了
し
ま
し
た
。

　
特
別
区
で
は
、
受
入
期
間
中
に

約
３
６
３
０
ト
ン
の
受
け
入
れ
を

行
い
ま
し
た
。
災
害
廃
棄
物
の
焼

票
所
の
相
談
係
に
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。

投
票
の
方
法

　
別
表
３
の
と
お
り

選
挙
公
報
・
審
査
公
報
は
新
聞

折
込

　
選
挙
公
報
・
審
査
公
報
は
、
12

月
９
日（
火
）以
降
の
新
聞
に
折
り

込
ん
で
、
各
家
庭
に
配
布
す
る
予

定
で
す
。
折
込
新
聞
は
朝
日
・
産

経
・
東
京
・
日
本
経
済
・
毎
日
・

読
売
新
聞
の
６
紙
で
す
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
新
聞
を
購
読

し
て
い
な
い
方
や
折
り
込
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
方
は
、
12
月
９
日

（
火
）以
降
、
区
の
施
設
、
新
聞
販

売
店
お
よ
び
区
内
郵
便
局
に
置
い

て
あ
る
選
挙
公
報
・
審
査
公
報
を

ご
利
用
に
な
る
か
、
選
挙
管
理
委

員
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
選
挙
公
報
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

期
日
前
投
票

　
投
票
日
当
日
に
仕
事
や
旅
行
な

ど
の
理
由
で
投
票
所
へ
行
け
な
い

方
は
、
期
日
前
投
票
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す（
別
表
４
）。

◎ 

入
場
整
理
券
の
裏
面
に
期
日
前

（
不
在
者
）投
票
宣
誓
書
兼
請
求

書
を
印
刷
し
て
い
ま
す
。
期
日

前
投
票
を
す
る
方
は
、
入
場
整

理
券
が
届
き
ま
し
た
ら
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
別
表
４
の
期

日
前
投
票
所
へ
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

不
在
者
投
票

病
院
、
老
人
ホ
ー
ム
等
で
の
不
在

者
投
票

　
都
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し

た
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入

院
・
入
所
中
の
方
は
、
そ
の
病
院

等
の
長
に
投
票
し
た
い
旨
を
申
し

出
れ
ば
、
そ
の
施
設
で
投
票
で
き

ま
す
。

滞
在
地
で
の
不
在
者
投
票

　
区
外
に
長
期
間
滞
在
す
る
予
定

の
方
は
、
そ
の
滞
在
先
の
選
挙
管

理
委
員
会
で
投
票
で
き
ま
す
。
そ

の
場
合
は
封
書
で
、
①
住
所
②
氏

名
③
生
年
月
日
④
選
挙
名
⑤
電
話

番
号
⑥
不
在
者
投
票
の
理
由
⑦
送

付
先
を
記
入
の
上
、
中
央
区
選
挙

管
理
委
員
会
に
投
票
用
紙
を
請
求

し
て
く
だ
さ
い（
不
在
者
投
票
宣

誓
書
兼
請
求
書
は
、
区
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
）。

　
12
月
14
日（
日
）は
第
47
回
衆
議

院
議
員
選
挙
の
投
票
日
で
す
。

　
皆
さ
ん
の
思
い
を
国
政
に
生
か

す
大
切
な
一
票
で
す
。
忘
れ
ず
に

投
票
し
ま
し
ょ
う
。

投
票
で
き
る
方

　
投
票
す
る
た
め
に
は
、
選
挙
人

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

　
今
回
新
た
に
登
録
さ
れ
る
方
は

次
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
方
で
す
。

年
齢
要
件

　
平
成
６
年
12
月
15
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方

住
所
要
件

　
平
成
26
年
９
月
１
日
以
前
に
転

入
届
出
を
し
、
引
き
続
き
12
月
１

日
ま
で
中
央
区
に
住
ん
で
い
る
方

　
な
お
、
８
月
14
日
以
降
に
中
央

区
か
ら
転
出
さ
れ
た
方
で
、
中
央

区
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
方
は
、
新
住
所
地
で
選
挙
人

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

中
央
区
で
投
票
で
き
ま
す
。

区
内
転
居
さ
れ
た
方
へ

　
11
月
22
日
以
降
に
中
央
区
内
で

住
所
を
移
す
届
出
を
さ
れ
た
方
は
、

中
央
区
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
が

あ
れ
ば
、
前
住
所
地
の
投
票
所
で

投
票
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

投
票
所
は
よ
く
確
か
め
て

　
入
場
整
理
券
や
投
票
所
一
覧

（
別
表
１
）な
ど
で
自
分
の
投
票
所

を
よ
く
確
か
め
て
か
ら
投
票
に
行

き
ま
し
ょ
う
。

入
場
整
理
券

　
投
票
所
の
入
場
整
理
券
は
、
12

月
２
日（
火
）に
世
帯
ご
と
に
一
括

し
て
封
書
で
発
送
し
ま
す
。

　
投
票
所
で
は
、入
場
整
理
券
の

バ
ー
コ
ー
ド
で
受
付
処
理
を
し
ま
す

の
で
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
入
場
整
理
券
が
届
い
て
い
な
い

方
、
紛
失
さ
れ
た
方
で
も
、
選
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
投

票
で
き
ま
す
。
投
票
日
に
直
接
投

第
47
回
衆
議
院
議
員
選
挙
　
　

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

却
に
当
た
っ
て
は
、
大
島
町
が
流

木
な
ど
の
破
砕
を
行
う
北
部
二
次

仮
置
場
の
破
砕
機
周
辺
で
空
気
中

の
粉
じ
ん
お
よ
び
ア
ス
ベ
ス
ト
の

環
境
測
定
を
行
い
、
東
京
二
十
三

区
清
掃
一
部
事
務
組
合
も
、
初
回

受
入
時
に
定
期
環
境
測
定
を
行
い
、

安
全
か
つ
適
正
に
処
理
を
行
い
ま

し
た
。

　
災
害
廃
棄
物
の
受
け
入
れ
に
つ

い
て
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

◎
詳
し
く
は
、
東
京
二
十
三
区
清

掃
一
部
事
務
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

逢
中
央
清
掃
事
務
所
清
掃
事
業
係
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大
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受
け
入
れ
終
了
に
つ
い
て

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

　
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
戦
傷

病
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
、
介
護

保
険
の
被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の

方
で
、
別
表
５
の
要
件
に
当
て
は

ま
る
方
は
、
郵
便
等
投
票
制
度
が

利
用
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
郵
便
等
投
票
を
行
う
方

で
別
表
６
に
該
当
す
る
方
は
、
代

理
記
載
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
郵
便
等
に
よ
る
投
票
に
は
郵
便

等
投
票
証
明
書
が
必
要
で
す
。

　
ま
だ
郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い
方
や
、
投
票

日
ま
で
に
期
限
が
切
れ
る
方
は
、

選
挙
管
理
委
員
会
に
証
明
書
の
交

付
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
便

等
投
票
証
明
書
が
交
付
さ
れ
て
い

る
方
に
は
、
投
票
用
紙
等
の
請
求

書
を
お
送
り
し
ま
し
た
の
で
、
投

票
日
の
４
日
前
ま
で
に
郵
便
等
投

投
票
日
12
月
14
日（
日
）　
午
前
７
時
〜
午
後
８
時

別表1　投票所一覧
投票区 投票所 投票区域
1 城東小学校 八重洲二丁目、京橋

2 泰明小学校
銀座一丁目2番～11番、二丁目2番～9番、三丁目2
番～8番、四丁目1番～8番、五丁目1番～10番、六
丁目2番～12番、七丁目2番～11番、八丁目2番～
11番

3 京橋プラザ 銀座一丁目12番～28番、二丁目10番～16番、三丁
目9番～15番、四丁目9番～14番、新富

4 銀座中学校 銀座五丁目11番～15番、六丁目13番～18番、七丁
目12番～18番、八丁目12番～21番

5 京橋築地小学校 築地、浜離宮庭園
6 明石小学校 入船三丁目、湊三丁目、明石町
7 中央小学校 入船一･二丁目、湊一･二丁目
8 京華スクエア 八丁堀
9 明正小学校（※）新川

10 常盤小学校
日本橋本石町、日本橋室町、日本橋本町一丁目1
番～5番、二丁目1番～5番、三丁目1番～5番、四
丁目1番～8番

11 十思スクエア
（※）

日本橋本町一丁目6番～10番、二丁目6番～8番、
三丁目6番～11番、四丁目9番～15番、日本橋小舟
町、日本橋小伝馬町、日本橋大伝馬町、日本橋堀留
町、日本橋馬喰町

12 日本橋小学校
日本橋人形町一丁目、二丁目1番～14番、21番～31
番、37番、三丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町
一丁目1番～28番

13 有馬小学校
日本橋人形町二丁目15番～20番、32番～36番、日
本橋蛎殻町一丁目29番～39番、二丁目、日本橋箱
崎町、日本橋浜町二丁目1番～5番、18番～30番、43
番～58番、三丁目、日本橋中洲

14 久松小学校
日本橋富沢町、日本橋横山町、東日本橋、日本橋久
松町、日本橋浜町一丁目、日本橋浜町二丁目6番～
17番、31番～42番、59番～62番

15 阪本小学校 八重洲一丁目、日本橋、日本橋茅場町、日本橋兜町
16 佃島小学校 佃
17 月島幼稚園 月島一･二丁目
18 月島特別出張所 月島三･四丁目
19 月島第二小学校 勝どき一・二・三・四丁目
20 豊海小学校 勝どき五･六丁目、豊海町
21 晴海区民館 晴海

◎（※）は、前回選挙（平成26年執行東京都知事選挙）から投票所を変更して
　います（別表2参照）。
別表2　投票所の変更
投票区 変更前 変更後
9 新川区民館 明正小学校
11 堀留町区民館 十思スクエア

◎該当の投票区域は、別表1投票所一覧でご確認ください。

別表3　投票の方法
順序 選挙名 投票用紙の記入 投票用紙の色

1 衆議院議員選挙
小選挙区選出 候補者名を記入 うぐいす色

2 衆議院議員選挙
比例代表選出 政党等の名称を記入 白色

3 最高裁判所裁判官
国民審査

やめさせたいと思う裁判官に×
を記入 クリーム色

別表４　期日前投票所一覧　
場　所 期　間 時　間

中央区役所１階ロビー
（築地1－1－1）

12月3日（水）～13日（土）
（国民審査は12月7日（日）
～13日（土））

午前8時30分
　～午後8時

日本橋特別出張所
１階会議室
（日本橋蛎殻町1－31－1） 12月7日（日）～13日（土）月島特別出張所
1階会議室
（月島4－1－1）
別表５　郵便等投票該当者　
障害等の区分 障害名等 等級等

身体障害者
手帳

両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼう
こう、直腸、小腸 1級または3級

免疫機能障害、肝臓 1級から3級まで

戦傷病者手帳
両下肢、体幹 特別項症から第2項

症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼう
こう、直腸、小腸、肝臓

特別項症から第3項
症まで

介護保険の
被保険者証 要介護状態区分 要介護5

別表６　代理記載該当者
障害等の区分 障害名等 等級等
身体障害者手帳 上肢、視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚 特別項症から第2項症まで

　
政
治
家
や
候
補
者
の
寄
附
や
あ

い
さ
つ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な

行
為
は
公
職
選
挙
法
で
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

・
政
治
家
や
候
補
者
が
、
選
挙
区

内
の
人
に
お
金
や
品
物
を
寄
附

す
る
こ
と
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と
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受
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取
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け
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明
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委
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会
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４
６
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み
ん
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で
す
す
め
よ
う
！
「
三
な
い
運
動
」

票
証
明
書
を
添
え
て
請
求
し
て
く

だ
さ
い
。

　
投
票
用
紙
等
が
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い
た
ら
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人

が
投
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に
記
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し
て
、
郵
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で
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３
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内
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で
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逢
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挙
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平成26年（2014年）12月1日（月曜日） No.１２３３区のおしらせ 1 2 月 1 日号

唖12月12日（金）・26日（金）
◎12月12日はポインセチアの湯
娃中央区内公衆浴場
挨100円（敬老入浴証持参者と小
学生以下は無料）
逢地域振興課区民施設係
　☎（３５４６）５６２３ 別表２

駐車場名 築地川第二駐車場 築地川第三駐車場
所 在 地 築地7－5－15（築地本願寺裏） 明石町1－32（築地川公園北隣り）

募集予定台数 区民割当 　 　　44台
事業所等割当  　10台

区民割当 　 　　25台
事業所等割当　　6台

申込資格

京橋地域の区民または事業所などの代表者の方
ただし、申込みは1人（事業所）当たり1台です。
また、築地川第二・第三駐車場の両方を申込むことはできません。
◎ 京橋地域とは、八重洲二丁目、京橋、銀座、新富、入船、湊、明石町、築地浜
離宮庭園、八丁堀、新川です。

申込書配布期
間および場所

12月8日（月）～25日（木）
・区役所7階環境政策課交通対策係（午前9時～午後5時、土・日曜日、祝日を除く）
・築地川第二・第三駐車場管理室（午前8時～午後9時）

受付期間
および場所

12月10日（水）～25日（木）（土・日曜日、祝日を除く）
午前9時～午後5時（郵送不可）
区役所7階環境政策課交通対策係
◎駐車場での申込みはできません。

提出書類
〔区民・事業所など共通〕
　定期駐車利用申込書および自動車検査証の写し
〔事業所など〕
　事業所などの所在地、代表者を確認できる書類（法人登記簿謄本の写しなど）

利用期間 平成27年4月1日～平成29年3月31日
駐車できる車 普通自動車・小型自動車・軽自動車（二輪車を除く）で全長5ｍ以下・幅2ｍ以下
定期駐車使用料 月額40,000円

優遇制度
対象車両は駐車料金が月6,000円（電気自動車は10,000円）割引となります。
申込者が定数を超えた場合、優遇車を優先して割り当てます。
◎ 優先とは、区民割当・事業所等割当内での優先とし、優遇車以外との抽選倍率
が優遇されることです。

優遇制度
対象車両

対象車種は国土交通省認定の低排出ガス車（4つ星マーク車）・天然ガス自動車・
ハイブリット車（4つ星マーク車)・電気自動車・メタノール自動車に該当し、かつ、
平成22年度燃費基準達成車以上(平成27年度燃費基準達成車を含む)に該当する自
動車です。

そ の 他

・ 申込みできる車両は、申込者の所有または使用の車両（車検証に記載あるもの）    
に限ります。
・申込多数の場合は、公開抽選となります。
・駐車場の利用は申込みをした車両のみに限定します。
・入庫・出庫は定期券(パスカード)により24時間可能です。
・ 定期駐車使用料は、前月末までに築地川第二駐車場管理室で現金による支払い
となります。

築地川第二・第三駐車場の
定期利用者募集
　区営築地川第二・第三駐車場の定
期利用者を別表２のとおり募集します。
　現行の定期利用期間が平成27年３
月31日で終了となります。新たな期
間は平成27年４月１日から平成29年
３月31日まで（２年間）の利用募集で
す。

　なお、低排出ガス車（４つ星マー
ク車）などの低公害車で、かつ、平
成22年度燃費基準達成車以上（平成
27年度燃費基準達成車を含む）に該
当する車両は、優遇制度があります
ので、書類提出時に申し出てくださ
い。
◎詳しくはお問合せください。
逢環境政策課交通対策係
　☎（３５４６）５６６７

（６頁からのつづき）情報コーナー

受験生チャレンジ支援貸付事
業のご案内
　中学校３年生、高校３年生のお子
さんがいる、一定所得以下の世帯を
対象に、学習塾などの費用や、高校
・大学などの受験料の貸し付けを行
うことにより、お子さんの進学を支
援します。高校、大学などに入学し
た場合、一定の手続きにより返済が
免除されます。
亜・世帯の生計中心者（20歳以上）で
　あること
　・課税所得または総収入金額が一
　　定基準以下であること（別表１
　　参照）
　・世帯の預貯金など資産の保有額
　　が600万円以下であること
　・現在居住している場所以外に土
　　地、建物を所有していないこと
　・都内に引き続き１年以上在住
　　（住民登録）していること
　・生活保護世帯でないこと
　・暴力団員が属する世帯の構成員
　　でないこと
◎借入申込みにあたっては、連帯保

証人が１名必要です。
［貸付内容］
　①学習塾等受講料貸付金
　　貸付限度額　200,000円
　②受験料貸付金
　　・高校受験料（４校（回）分まで）
　　　貸付限度額　27,400円
　　・大学等受験料（３校（回）分まで）
　　　貸付限度額　105,000円
◎支払済みの場合でも申請可能です。
［申込期限］
　平成27年２月10日（火）
◎詳しくはお問合せください。
逢中央区社会福祉協議会管理部
　☎（３２０６）０５０６

都市計画（案）の縦覧などについて
　次の案について東京都に対して意
見書を提出することができます。
［都市計画案］
・東京都市計画都市再開発の方針
・東京都市計画住宅市街地の開発整
備の方針
縦　覧
唖12月１日（月）～15日（月）（閉庁日
を除く）
　午前９時～午後５時（正午～午後
１時を除く）
娃・都庁第二本庁舎21階北側都市整
　備局都市づくり政策部都市計画
　課
　・区役所５階都市計画課
意見書の提出
［提出方法］
　12月15日（必着）までに郵送または
持参で提出する。

［問合せ（提出）先］
　〒163－8001
　新宿区西新宿２－８－１
　東京都都市整備局都市づくり政策

部都市計画課
　☎（５３８８）３２２５
茜http://www.toshiseibi.metro.
tokyo.jp

別表１
扶養人数 総収入（年間）
1人 260万円以下
2人 320万円以下
3人 380万円以下
4人 440万円以下

◎ 営業所得など、給与収入以外の所得がある
場合には、課税所得で確認します。
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セ
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と
り
が
、
豊
富
な
知
識

と
経
験
を
生
か
し
つ
つ
、
お
互
い

に
協
力
し
、
仕
事
を
分
か
ち
合
い

な
が
ら
働
く
仕
組
み
で
す
。
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少
傾
向
に
あ
る
中
、
本
セ

ン
タ
ー
で
は
契
約
件
数
・
契
約
額

と
も
に
伸
び
続
け
て
お
り
、
会
員

数
も
６
０
０
人
に
達
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
一
方
で
は
、
定
年
延
長

や
継
続
雇
用
制
度
の
実
施
な
ど
に

よ
り
、
男
性
の
入
会
者
が
減
少
傾

向
に
転
じ
て
き
て
い
ま
す
。

　
そ
う
い
っ
た
状
況
に
お
い
て
、

仕
事
発
注
の
問
合
せ
は
増
え
続
け

報
告
の
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

第
１
部　
基
調
講
演

・「
介
護
保
険
の
あ
ら
ま
し
と
今

後
」

　
講
師　
中
央
区
高
齢
者
施
策
推

進
委
員
会
委
員
長　
和
気
康
太

・「
第
６
期
介
護
保
険
事
業
の
事

業
量
見
込
み
」

　
説
明
者　
中
央
区
福
祉
保
健
部

介
護
保
険
課
長　
生
田
淳

第
２
部　
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

日　
時

　
12
月
21
日（
日
）

　
午
後
２
時
〜
４
時
30
分

会　
場

　
区
役
所
８
階
大
会
議
室

内　
容

　
現
在
、
平
成
27
年
度
か
ら
平
成

29
年
度
を
計
画
期
間
と
す
る
高
齢

者
保
健
福
祉
計
画
・
第
６
期
介
護

保
険
事
業
計
画
を
策
定
中
で
す
。

　
今
回
、
区
民
の
皆
さ
ん
に
中
間

ョ
ン 

　
「
高
齢
者
の
社
会
参
加
と
介
護

予
防
」

定　
員

　
２
０
０
名（
先
着
順
）

費　
用

　
無
料

◎
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

逢
介
護
保
険
課
介
護
支
援
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
６
４
１



(6)中央エフエム・ラジオシティ「中央区からのお知らせ」（10分番組）（月～金曜日　AM10：30～ 10：40　PM3：00～ 3：10　PM9：30～ 9：40　祝日・休日、年末年
始を除く）、企画番組「ウィークリー声の架け橋」（20分番組）（月～金曜日　AM10：40～ 11：00　PM3：10～ 3：30　PM9：40～ 10：00　土・日曜日　AM10：00
～ 10：20　PM3：00～ 3：20　PM9：40～ 10：00）はFMラジオ84.0MHzで放送しています。
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日
時
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合
せ（
申
込
）先

定
員

費
用

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

申
込
方
法

会
場

内
容

凡
例

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

平成26年（2014年）12月1日（金曜日） No.１２３３区のおしらせ 1 2 月 1 日号

別表２
改正前（平成26年12月診療分まで）

区分 所得要件 限度額（円）
Ａ（上位所得者） 旧ただし書所得600万円超 150,000＋（総医療費－500,000）×1%

<多数回該当　83,400>
Ｂ（一般所得者） 旧ただし書所得600万円以下 80,100＋（総医療費－267,000）×1%

<多数回該当　44,400>
Ｃ（非課税世帯） 住民税非課税 35,400<多数回該当　24,600>
改正後（平成27年1月診療分から）
区分 所得要件 限度額（円）
ア 旧ただし書所得901万円超 252,600＋（総医療費－842,000）×1%

<多数回該当　140,100>
イ 旧ただし書所得600万円～901万円以下 167,400＋（総医療費－558,000）×1%

<多数回該当　93,000>
ウ 旧ただし書所得210万円～600万円以下 80,100＋（総医療費－267,000）×1%

<多数回該当　44,400>
エ 旧ただし書所得210万円以下 57,600<多数回該当　44,400>
オ 住民税非課税 35,400<多数回該当　24,600>

◎旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。
◎多数回該当とは、１年間に４回以上高額医療費を受けた場合です。

国保・年金手帳

70歳未満の方の高額療養費
自己負担限度額が変わります
　制度改正により、平成27年１月受
診分から70歳未満の方の高額療養費
自己負担限度額（月額）が、別表２の
とおり変更となります。

◎70歳以上の方の自己負担限度額は
変わりません。

［限度額適用認定証の更新］
　適用区分の記載内容が変更になり
ますので、有効期限が12月31日まで
の認定証をお持ちの方には、新しい
認定証を12月末までに郵送します。
申請手続きは不要です。
逢保険年金課給付係
　☎（３５４６）５３６０

その他
平成27年度
学童クラブ利用児童募集
［申込期間］
　12月６日（土）～平成27年１月10日
（土）
　（日曜日、祝日、年末年始を除く）
　午前９時～午後４時30分
亜区内在住・在学の小学校の児童で、
保護者が仕事や病気などのため、
放課後家庭で適切な保護育成を受
けられない児童
姶各児童館、子ども家庭支援センター、
区役所６階子育て支援課にある利
用申請書に必要事項を記入して、
直接各児童館へ申込む。
◎申込時に申請内容について聞き取
りをします。

［利用決定］

　利用者は選考の上決定し、結果を
お知らせします。
　なお、募集人数を超える申込みが
あった場合は、区内在住の児童や低
学年の児童などを優先します。
◎子どもの居場所「プレディ」と重複
して申込むことはできません。

◎利用申請書は区のホームページか
らもダウンロードできます。

逢各児童館（別表３参照）
　子ども家庭支援センター事業係
　☎（３５３４）２１０３

エコプロダクツ2014に出展
します！
　日本最大級の環境展示会「エコプ
ロダクツ2014」オール東京62市区町
村共同事業のブースの一部に中央
区も参加します。「東京ＥＣＯの森
2014～東京の空の下　みんなでつく
る　森の祭～」のテーマのもと、環
境活動のパネル展示とワークショッ
プ「中央区の森の木でアロマツリー
づくり」を行います。

唖12月11日（木）～13日（土）
　午前10時～午後６時（最終日は午
後５時まで）
◎中央区のワークショップは、13日
（土）午後１時45分～２時45分に行
います。
娃東京ビッグサイト東６ホール（小
間番号６－011）（江東区有明３－
11－１）
挨無料
逢環境推進課環境活動係
　☎（３５４６）５６５４

（７頁からのつづき）情報コーナー

元気高齢者のための
「いきいきゴムバンド教室」
受講生募集
唖・娃別表１のとおり
亜区内在住で60歳以上の健康な方
◎次のいずれかに該当する方は参加
できませんので、ご了承ください。
・要介護認定または要支援認定を受
けている方
・心臓病、重度の高血圧、骨粗しょ
う症などの方
◎運動中のけがや事故を防止するた
め、上記以外でも教室に参加でき
ない場合があります。あらかじめ
ご相談ください。
阿ゴムバンドなどを利用した簡単な
トレーニングの教室を３カ月間継
続して実施します。
・血圧測定
・ゴムバンドを使用した筋力を高め

る運動
・椅子を活用した体操
◎一部、介護予防に関するミニ講習
会も行います。
◎本事業は「さわやか健康教室いき
いき館コース」の名称が変更され
たものです。
愛各館15名程度（先着順）
◎初めての方を優先します。
挨無料
姶12月４日（木）から19日（金）までに、
各いきいき館（敬老館）の窓口で直
接申込む。
◎いきいき館（敬老館）の利用には利
用登録が必要です。初めて利用す
る方は登録のため、健康保険証な
どの本人確認書類をご持参くださ
い。
◎詳細は各いきいき館（敬老館）にお
問合せください。

別表１

日　時
平成27年1月15日～3月19日
第1・第3木曜日（計6回）
※1月のみ第3・第5木曜日

平成27年1月13日～3月24日
第2・第4火曜日（計6回）

平成27年1月14日～3月25日
第2・第4水曜日（計6回）

午前9時30分～正午
会　場 いきいき桜川

（桜川敬老館）
いきいき浜町
（浜町敬老館）

いきいき勝どき
（勝どき敬老館）

住　所 入船1－1－13 日本橋浜町3－37－1
浜町会館2階 勝どき1－5－1

問合せ先 ☎（3553）0030 ☎（3669）3385 ☎（3531）3258

スポーツ
春季区民体育大会軟式野球大会
唖平成27年３月中旬～７月の土・日
曜日、祝日　午前８時～
娃月島運動場
亜区内在住・在勤のアマチュアで編
成された10名以上20名以内のチー
ム

［競技方法］トーナメント方式７回戦
（時間制限あり）
愛160チーム（申込多数の場合は抽
選）
挨中央区軟式野球連盟登録料および
大会参加費として26,000円（別途、
東京都軟式野球連盟登録費として
600円×チーム人数分が必要）

姶12月19日（必着）までに往復はがき
（１チーム１枚限り）に①春季区民
体育大会軟式野球大会②チーム名
③チーム所在地（在勤チームは会
社名と勤務先の住所、在住チーム
は代表者の住所とする。また、通
知の返信先も同じものにし、必ず
中央区内とする）④代表者氏名・
連絡先電話番号（できるだけ携帯
電話と自宅・勤務先を併記）を記
入して申込む。

［公開抽選］平成27年１月10日（土）
　午後２時30分～
　　区役所８階第１会議室（結果は

後日郵送）
◎参加が決定したチームは、必ずス
ポーツ安全保険などの傷害・賠償
責任保険に加入してください。
軟式野球大会役員および審判員の
募集
　軟式野球大会に従事していただけ
る役員および審判員を募集しています。
　また、平成27年３月初旬に審判講
習会の開催を予定しています。有資
格者はもちろん、初心者の方にも、
審判の理論・技術について初歩から
指導します。詳しくはお問合せくだ
さい。
逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　中央区体育協会事務局
　☎（３５４６）５７２９
・役員および審判員について
　月島運動場管理事務所
　中央区軟式野球連盟事務局
　（問合せ時間帯は日曜日の午前10
時から午後４時まで）
　☎（３５３１）１８６９

親子バレーボール教室
（初心者・初級者）
唖平成27年１月18日～２月８日の毎
週日曜日　計４回
　午前10時～正午
娃総合スポーツセンター第二競技場
亜区内在住・在学の小学校１～３年
生とその保護者（小学生１人につ

き保護者１人）
◎小学生のみでの参加はできません。
阿ビーチボールを使って親子でバレー
ボールを楽しみましょう。

［講師］ヨーコ･ゼッターランド
愛20組40名（申込多数の場合は抽選）
挨・小学生　無料（傷害保険は任意
　加入で保険料800円は自己負担）

　・保護者　無料
姶12月8日（必着）までに往復はがき
に①～⑤（７項記入例参照）⑥学校
名⑦学年⑧子どもと一緒に参加す
る保護者の氏名を記入して申込む。
◎当選者は区役所６階スポーツ課窓
口で手続きがあります。
逢スポーツ課スポーツ事業係
　☎（３５４６）５５３１

税
土曜納税相談
　平日に来庁できない方のために、
特別区民税・都民税（住民税）の納税
について土曜納税相談を実施しま
す。ご来庁の際には区からお送りし
た納税通知書や納付書、収入や生活
状況を確認できる書類をご持参くだ

さい。
　また、事前に職員がご自宅などを
訪問し、徴収を行う場合もあります
のでご協力ください。
　なお、当日の相談は納税のみ行い
ます。課税の相談や、課税証明書な
どの発行は行いませんのでご注意く
ださい。
唖12月13日（土）
　午前10時～午後４時
娃区役所２階税務課
逢税務課整理係
　☎（３５４６）５２７９

事業主の皆さんへ
従業員の個人住民税は給与か
ら差し引く特別徴収で
　従業員（給与所得者）の個人住民税
は、事業主（給与支払者）が、毎月従
業員に支払う給与から差し引き、納
入していただく特別徴収が原則です。
　東京都と都内全62区市町村では、
平成26年度から平成28年度までを推
進期間として、オール東京で特別徴
収を推進しています。
　ご理解とご協力をお願いします。
逢税務課課税係
　☎（３５４６）５２７０

別表３　募集人数・問合せ先
児童館名 募集

人数 電話番号

築地児童館 40名 ☎（３５４４）０１２７
新川児童館 70名 ☎（３５５３）２０８４
堀留町児童館 45名 ☎（３６６１）８９３７
浜町児童館 40名 ☎（３６６９）３３８６
佃児童館 90名 ☎（３５３１）７８１１
月島児童館 80名 ☎（３５３３）０８８５
勝どき児童館 90名 ☎（３５３１）３２５０
晴海児童館 80名 ☎（３５３４）３０２１



(7) テレビ広報番組「こんにちは　中央区です」（15分番組）は、東京ベイネットワークのケーブルテレビ９チャンネル（デジアナ変換）または111チャンネル（デジタル）（毎日AM
10：00・PM0：00・PM8：00）、東京ケーブルネットワークのケーブルテレビ５チャンネル（デジアナ変換）または111チャンネル（デジタル）（毎日AM9：30・PM0：
00・PM7：30）で放送しています。
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平成26年（2014年）12月1日（月曜日） No.１２３３区のおしらせ 1 2 月 1 日号

保健・医療・福祉
ひとり親家庭等医療費助成の
ご案内
　ひとり親家庭などの方に医療費の
自己負担分の一部を助成します。
　所得制限がありますので、詳しく
はお問合せください。
亜次のいずれかに該当する18歳にな
った最初の３月31日までの児童
（中度以上の障害がある場合は20
歳未満）と、その児童を養育して
いる方
・離婚、死亡、遺棄（１年以上）など
で父または母がいない
・父または母がＤＶ防止法による保
護命令を受けている
・父または母に重度の障害がある
・婚姻によらないで生まれ、父また
は母の扶養がない

［助成の範囲］
　住民税課税世帯の方には、各種健
康保険適用の自己負担分の一部を助
成します。
　住民税非課税世帯の方には、各種
健康保険適用の自己負担分全額を助
成します。
　なお、交通事故など第三者の行為
による傷病で医療証を使用したとき
は届出が必要です。
医療証の更新について
　毎年１月１日に医療証の更新をし
ます。医療証が交付さている方につ
いては、既に現況届を提出済で、資
格要件に該当する場合は、12月中旬
に平成27年１月１日から使える新し
い医療証（桃色）をお送りします。
　現況届が未提出の方は、12月15日
（月）までにご提出ください。現況届
の提出がないと、新しい医療証は交
付されませんのでご注意ください。
◎現在、所得超過（平成24年中の所
得）により助成対象外になってい
る方で、平成25年中の所得が制限
額以内になる場合は、平成27年１
月１日から助成対象になりますの
で申請してください。
逢子育て支援課子育て支援係
　☎（３５４６）５３５０

いきいき館（敬老館）クリスマ
スイベント開催のお知らせ
いきいき桜川（桜川敬老館）
唖12月22日（月）
　午後２時～３時30分
阿「みんなで楽しむクリスマス」
　ミュージックベル演奏・ゲームほか
［出演］ミルキーウェイベルクワイヤー
愛80名（先着順）
姶12月８日（月）からいきいき桜川
（桜川敬老館）に電話で申込む（窓
口申込も可）。
いきいき浜町（浜町敬老館）
唖12月５日（金）

　午後２時～３時
阿「クリスマスコンサート」
　ピアノの伴奏で楽しむジャズ
［出演］渡辺明日香（ボーカル）
　佐久間優子（ピアノ）　ほか
愛60名（先着順）
姶当日いきいき浜町（浜町敬老館）へ
直接お越しください。
いきいき勝どき（勝どき敬老館）
唖12月20日（土）
　午後１時30分～３時
阿「勝どきクリスマス会」
　ハーモニカ＆フラダンス教室の発
表
　ハワイアンバンドによる魅惑のク
リスマスソングの演奏
愛50名（先着順）
姶当日いきいき勝どき（勝どき敬老
館）へ直接お越しください。
共　通
亜区内在住で60歳以上の方
挨無料
逢いきいき桜川（桜川敬老館）
　☎（３５５３）００３０
　いきいき浜町（浜町敬老館）
　☎（３６６９）３３８５
　いきいき勝どき（勝どき敬老館）
　☎（３５３１）３２５８

ほっとプラザはるみ
「クリスマスイベント」
クリスマスこそ汗をかこう！
はるみスポーツひろば

唖12月23日（祝）
　①午前10時～正午
　②午後１時～３時
娃ほっとプラザはるみ２階集会施設
１・２号室
亜３歳以上の幼児・小学生（小学校
３年生以下は保護者同伴）
阿輪投げやボーリング・宝探しゲー
ムなどを行います。各ゲームコー
ナーで得た合計点数により、クリ
スマスプレゼントを差し上げます。
愛各回35名（先着順）
挨無料
姶12月３日（水）から電話またはほっ
とプラザはるみ３階受付で申込む。
逢ほっとプラザはるみ
　☎（３５３１）８７３１

展示会
「日本橋図書館のあゆみ」展
唖12月１日（月）～24日（水）
娃日本橋図書館５階展示室
阿日本橋図書館は、明治42年に東京
市立の簡易図書館として誕生しま
した。
　　展示会では、震災や移転などさ
まざまな変遷を経てきた日本橋図
書館のあゆみを紹介するととも
に、日本橋地域ゆかりの人物や地

誌に関する図書の展示を行います。
挨無料
逢日本橋図書館
　☎（３６６９）６２０７

映画鑑賞会
唖12月13日（土）
［上映開始］午後２時
　（午後１時30分開場）
娃日本橋図書館６階ホール
阿「若草物語」
　（アメリカ作品　白黒115分）
愛70名（先着順）
挨無料
姶当日、直接会場へお越しください。
逢日本橋図書館
　☎（３６６９）６２０７

クリスマス子ども会
京橋図書館
唖12月14日（日）
　午後２時～３時30分
娃京橋図書館鑑賞室
阿映画「スノーマンとスノードッグ」
ほか
日本橋図書館
唖12月17日（水）
　午後３時～４時30分
娃日本橋図書館６階ホール
阿人形劇「かに子ちゃんとさるどん」
ほか
月島図書館
唖12月17日（水）
　午後２時30分～４時
娃月島社会教育会館４階和室
阿大型絵本「まどから★おくりもの」
ほか
共　通
亜幼児、小学生
愛80名（先着順）
挨無料
◎当日、直接会場へお越しください。
逢京橋図書館
　☎（３５４３）９０２５
　日本橋図書館
　☎（３６６９）６２０７
　月島図書館
　☎（３５３２）４３９１

高齢者向けパソコン教室
～ゆっくり楽しくチャレンジ～
はじめて体験コース
唖平成27年１月13日（火）～26日（月）
（土・日曜日を除く）　計10回
　午前10時～正午
娃シルバー人材センター２階パソコ
ン研修室
亜60歳以上の方ならどなたでも
阿10日間で、ゆっくりパソコンに慣
れていただける内容です。
・電源の入れ方
・マウスとキーボード操作の初歩
・簡単なお知らせ文書の作成
［講師］シルバー人材センターの会員
愛10名（申込多数の場合は抽選）
挨8,000円（１日800円×10日）
◎テキスト代は別で、ＦＯＭ出版
｢パソコン入門（Windows７）｣
（1,080円）を使用します。
姶12月17日（必着）までに往復はがき

に①希望コース②～⑤（７頁記入
例参照）⑥パソコンの機種名⑦申
込理由を記入して申込む。

◎以前に受講された方も申込むこと
ができます。

◎当選者は当選はがきで指定された
口座に受講料を納入してくださ
い。期日を過ぎた場合は、補欠の
方に受講の資格が移ります。

◎パソコンのＯＳはWindows７
（ウィンドウズ７）です。
逢〒104－0032
　中央区八丁堀３－17－９京華スク
エア１階

　中央区シルバー人材センター
　☎（３５５１）２７００

パソコン講座
（Access2013初級編）
唖平成27年１月19日（月）・21日（水）・
23日（金）・26日（月）・28日（水）　
計５回　

　午後６時30分～８時30分
娃ハイテクセンターパソコン研修室
亜中小企業に勤務する区内在住・在
勤者でExcel・Wordの基本操作
ができる方

阿Windows７を使用してのAccess
　2013の基本技能習得
・Accessの概要と基本操作
・データベースとテーブルの作成
・クエリの作成
・フォーム・レポートの作成と編集
　など
愛20名（申込多数の場合は抽選）
挨6,000円
姶12月17日（必着）までに往復はがき
に①～⑤（７頁記入例参照）⑥勤務
先（名称・所在地・電話番号）を記
入して申込む。

逢〒104－0061
　中央区銀座４－９－８銀座王子ビ
ル２階

　レッツ中央（中央区勤労者サービ
ス公社）

　☎（３５４６）８６１０

健康セミナー「女性のための
ピラティス教室」
唖平成27年１月14日～２月４日の毎
週水曜日　計４回

　午後６時30分～８時30分
娃築地社会教育会館３階第３和室
亜中小企業に勤務する区内在住・在
勤者および区内在住者（女性限定）

阿・正しい姿勢を身に付ける
　・身体の柔軟性を高める
・全身をバランス良く鍛えるなど

愛25名（申込多数の場合は抽選）
挨1,000円
姶12月16日（必着）までに往復はがき
に①～⑤（７頁記入例参照）⑥勤労
者の方は勤務先（名称・所在地・
電話番号）を記入して申込む。

逢〒104－0061
　中央区銀座４－９－８銀座王子ビ
ル２階

　レッツ中央（中央区勤労者サービ
ス公社）

　☎（３５４６）８６１０



(8)「区のおしらせ　中央」は区役所、特別出張所、区民館などの区施設、コミュニティバス、区内公衆浴場、一部金融機関、百貨店、ファミリーマート（一部店舗を除く）、
東京メトロの駅（京橋・銀座・東銀座・新富町・築地・八丁堀・三越前・日本橋・人形町・茅場町・小伝馬町・水天宮前・月島）、文化堂でも配布しています。
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問
合
せ（
申
込
）先

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

凡
例

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

都
心
か
ら
広
が
る

環
境
活
動
の
輪

環
境
施
設
は
郊
外
で
自
然
に
囲
ま

れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
、

皆
さ
ん
驚
か
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
利
便
性
の
高
い
場
所
で
環
境
情

報
の
紹
介
が
で
き
る
の
が
中
央
区

の
魅
力
で
す
」と
お
話
い
た
だ
く

と
お
り
、
伺
っ
た
日
は
平
日
の
お

昼
時
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
環
境
活

動
登
録
団
体
の
会
合
な
ど
で
研
修

室
は
全
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
、
施
設
で
は
エ
コ
ラ

イ
フ
講
演
会
や
西
多
摩
郡
檜
原
村

に
あ
る「
中
央
区
の
森
」の
間
伐
材

を
使
っ
て
机
や
ベ
ン
チ
を
作
る
教

室
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
て
き
ま
し
た
。
開
館
当
初

は
参
加
者
が
少
な
く
不
安
な
時
期

も
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
親
子
向

け
の
イ
ベ
ン
ト
や
企
業
の
協
力
を

い
た
だ
い
た
講
座
な
ど
工
夫
を
重

ね
た
結
果
、
最
近
は
、
キ
ャ
ン
セ

ル
待
ち
に
な
る
も
の
も
あ
る
そ
う

で
す
。
セ
ン
タ
ー
を
訪
れ
た
小
学

生
が「
こ
れ
私
が
作
っ
た
ん
だ
よ
」

と
誇
ら
し
げ
に
保
護
者
の
方
に
話

し
て
い
た
の
が
印
象
に
残
っ
て
い

る
そ
う
で
、「
講
座
を
通
し
て
中

央
区
の
自
然
や
環
境
問
題
に
興
味

を
持
ち
、
身
近
に
感
じ
て
も
ら
え

る
こ
と
が
分
か
る
の
が
嬉
し
い
で

す
ね
」と
笑
顔
で
話
し
て
く
れ
ま

し
た
。

　
現
在
、
区
内
で
も
多
く
の
企
業

が
環
境
活
動・社
会
貢
献
活
動（
Ｃ

Ｓ
Ｒ
活
動
）に
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。「
環
境
情
報
セ
ン

タ
ー
は
午
後
９
時
ま
で
開
館
し
て

い
ま
す
。
区
内
の
企
業
の
方
に
も

こ
の
施
設
で
、
活
動
を
発
表
し
た

り
、
情
報
交
換
や
交
流
の
場
と
し

て
利
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
環

境
活
動
の
輪
が
大
き
く
広
が
っ
て

欲
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」と
今

後
の
展
望
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　
京
橋
駅
直
結
の
近
代
的
な
建
物

の
中
に
、
木
の
ぬ
く
も
り
を
感
じ

な
が
ら
環
境
に
つ
い
て
学
び
交
流

で
き
る
場
、
環
境
情
報
セ
ン
タ
ー

に
ぜ
ひ
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

　
昨
年
６
月
に
開
館
し
た
中
央
区

立
環
境
情
報
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し

た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

　
環
境
情
報
セ
ン
タ
ー
は
、
地
球

温
暖
化
な
ど
の
環
境
問
題
に
対
す

る
取
り
組
み
を
広
く
発
信
す
る
と

と
も
に
、
環
境
活
動
の
場
と
し
て

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
で

す
。
ま
た
、
環
境
問
題
へ
の
関
心

や
活
動
の
輪
を
広
げ
て
い
く
た
め

に
、
環
境
に
関
す
る
展
示
や
イ
ベ

ン
ト
な
ど
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
こ
の
施
設
の
統
括
責
任
者

と
し
て
運
営
に
当
た
ら
れ
て
い
る

木
村
英
之
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。

　
北
海
道
や
岡
山
県
な
ど
で
教
師

や
青
年
の
家
の
指
導
員
を
務
め
て

こ
ら
れ
た
木
村
さ
ん
は
、
子
ど
も

た
ち
と
共
に
魚
、
昆
虫
な
ど
に
触

れ
な
が
ら
学
習
し
て
き
た
経
験
を

生
か
し
て
、
都
会
の
子
ど
も
た
ち

に
も
環
境
へ
の
関
心
を
高
め
て
い

こ
う
と
意
欲
満
々
だ
そ
う
で
す
。

　
開
館
か
ら
１
年
６
カ
月
、
運
営

を
通
し
て
知
っ
た
中
央
区
の
魅
力

に
つ
い
て
伺
う
と「
他
の
自
治
体

の
方
な
ど
も
視
察
に
来
ま
す
が
、

▲ 環境情報センター統括責任者
木村英之さん

酉の市（松島神社、波除稲荷神社）
11月10日、22日に人形町の松島神社（写真右下）と築
地の波除稲荷神社（写真左上）で酉の市が開かれました。
毎年11月の酉の日に開かれるこの市は､ 商売繁盛を祈願
する方でにぎわいます。参拝者が縁起物の熊手を購入す
ると、境内には威勢のいい手締めが響き渡っていました。

　
区
市
町
村
と
都
が
連
携
し
、

特
別
区
民
税
・
都
民
税（
住
民

税
）の
徴
収
対
策
を
集
中
し
て

実
施
し
ま
す
。

　
区
市
町
村
と
都
で
は
安
定
し

た
税
収
確
保
と
納
税
義
務
の
公

平
性
確
保
を
目
指
し
て
、
本
年

12
月
を「
オ
ー
ル
東
京　
滞
納

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
強
化
月
間
」と
位
置

付
け
、
区
市
町
村
と
都
が
連
携

し
た
広
報
や
催
告
に
よ
る
納
税

推
進
、
差
し
押
さ
え
捜
索（
強

制
捜
査
）に
よ
る
滞
納
処
分
な

ど
、
多
様
な
徴
収
対
策
に
取
り

組
み
ま
す
。

　
区
で
は
、
日
頃
か
ら
納
期
限

内
納
付
を
お
願
い
し
て
お
り
、

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が
な

い
方
に
督
促
状
を
お
送
り
し
て

い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
一
定
期
間
が
経
過

し
て
も
納
付
が
な
い
場
合
は
、

税
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、

滞
納
の
あ
る
方
の
預
貯
金
、
給

与
、
生
命
保
険
、
不
動
産
な
ど

の
財
産
を
調
査
し
、
差
し
押
さ

え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
う
場

合
が
あ
り
ま
す
。

逢
税
務
課
整
理
係

 

☎（
３
５
４
６
）５
２
７
９

渡
る
な
ど
基
本
的
な
交
通
ル
ー
ル

を
守
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
青
信

号
で
も
左
右
の
安
全
を
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

　
高
齢
者
の
皆
さ
ん
は
、
昼
間
も

明
る
く
目
立
つ
服
装
を
心
掛
け
る

と
と
も
に
、
夕
暮
れ
時
や
夜
間
は

反
射
材
を
身
に
つ
け
て
外
出
す
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
運
転
者
の
皆
さ
ん
は
、
子
ど
も

や
高
齢
者
を
見
か
け
た
ら
、
徐
行

や
十
分
な
間
隔
を
保
持
す
る
な
ど

「
思
い
や
り
の
あ
る
運
転
」を
心
掛

け
ま
し
ょ
う
。

自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

　
自
転
車
事
故
の
多
く
が
信
号
無

視
や
一
時
不
停
止
な
ど
自
転
車
の

ル
ー
ル
違
反
に
よ
る
も
の
で
す
。

次
の
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
安
全

な
運
転
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

・
夕
暮
れ
で
も
必
ず
ラ
イ
ト
を
点

灯
す
る
。

・
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
、
周
り

の
安
全
を
し
っ
か
り
確
認
し
て

運
転
す
る
。

・
携
帯
電
話
や
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
な
ど

の
使
用
、傘
差
し
運
転
は
や
め
る
。

・
点
検
整
備
が
行
わ
れ
た
安
全
な

自
転
車
を
利
用
す
る
。

・
自
転
車
事
故
に
備
え
た
保
険
に

加
入
す
る
。

◎
中
央
通
り（
銀
座
一
丁
目
か
ら

銀
座
八
丁
目
）の
歩
道
は
自
転

車
に
乗
っ
て
通
行
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
車
道
の
左
側
を

通
行
し
ま
し
ょ
う
。

飲
酒
運
転
の
根
絶

　
飲
酒
運
転
は
重
大
な
交
通
事
故

に
直
結
す
る
悪
質
な
犯
罪
で
す
。

　
ま
た
、
車
を
運
転
す
る
こ
と
を

知
り
な
が
ら
運
転
者
に
酒
を
勧
め

る
こ
と
や
酒
を
飲
ん
だ
人
に
車
両

を
提
供
す
る
こ
と
、
飲
酒
運
転
の

車
両
に
同
乗
す
る
こ
と
も
、
道
路

交
通
法
で
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

「
酒
を
飲
ん
だ
人
に
は
車
を
貸
さ

な
い
、
運
転
さ
せ
な
い
、
同
乗
し

な
い
」こ
と
を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

　
運
転
者
の
皆
さ
ん
は
、「
飲
ん
だ

ら
乗
ら
な
い
、
乗
る
な
ら
飲
ま
な

い
」を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止

　
二
輪
車
の
ス
ピ
ー
ド
の
出
し
過

ぎ
や
無
理
な
追
い
越
し
は
大
変
危

険
で
す
。
自
分
の
運
転
技
術
や
車

両
の
性
能
を
過
信
す
る
こ
と
な
く
、

カ
ー
ブ
や
交
差
点
の
手
前
で
は
十

分
に
速
度
を
落
と
す
な
ど
、
安
全

運
転
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
や
胸
部
プ

ロ
テ
ク
タ
ー
を
正
し
く
着
用
し
て
、

自
分
の
身
体
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

違
法
駐
車
対
策
の
推
進

　
違
法
駐
車
は
、
渋
滞
や
交
通
事

故
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
な
る
な

ど
、
交
通
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
ま
す
。
車
で
の
外
出
や
買
い
物

の
際
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
駐
車
場

所
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
短
時
間
で
も
必
ず
駐
車

場
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

　
地
域
ぐ
る
み
で
、
違
法
駐
車
を

「
し
な
い
・
さ
せ
な
い
運
動
」を
推

進
し
ま
し
ょ
う
。

　
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
通
し
て

皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
交
通
ル
ー

ル
の
遵
守
と
正
し
い
マ
ナ
ー
の
実

践
を
励
行
し
、
交
通
事
故
の
防
止

と
渋
滞
解
消
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
日
頃
か
ら
交
通
ル
ー
ル

な
ど
を
家
庭
で
話
し
合
う
習
慣
を

つ
け
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

逢
環
境
政
策
課
交
通
対
策
係
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０

　
月
島
警
察
署

 

☎（
３
５
３
４
）０
１
１
０

　
年
末
に
お
け
る
交
通
事
故
防
止

お
よ
び
渋
滞
防
止
を
図
る
こ
と
を

目
的
に「
平
成
26
年
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ

交
通
安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」が
実

施
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
期
間
、
区
と
区
内
警
察
署

な
ど
が
連
携
し
て
、「
や
さ
し
さ

が　
走
る
こ
の
街　
こ
の
道
路
」

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
次
の
重
点
項

目
を
掲
げ
て
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
推

進
し
て
い
き
ま
す
。

子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防

止
　
都
内
で
は
子
ど
も
と
高
齢
者
の

交
通
死
亡
事
故
が
増
加
し
て
い
ま

す
。
信
号
を
守
る
、
横
断
歩
道
を

▲「TOKYO交通安全キャンペーン」リーフレット
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